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鎌倉 PCR センター業務移転のお知らせ 

 

 日頃より会務にご協力いただきましてありがとうございます。 

先のアンケート調査結果にてお知らせしましたが、休日夜間急患診療所へのＰＣＲセン

ター業務の移転について材木座町内会へ説明し、同意を得られました。よって、令和３

年３月１５日（月）より『鎌倉 PCR センター業務』を休日夜間急患診療所に移転いた

します。移転に伴い休日夜間急患診療所の当直の先生に鎌倉 PCR センターとしての検

体採取をお願い致します。今までと同様に検査車を利用するため、採取による感染の心

配はほとんど無いのでご理解ください。 

唾液での採取も可能です。件数が多く混み合う場合や唾液が出しにくい高齢者や小児は、

スワブでの採取が推奨されます。 

 

検査内容：SARSCov2 PCR 検査（唾液・鼻腔咽頭拭い液） 

     検査方式は、今までと同様に昭和メディカル（RT-PCR 検査） 

    インフルエンザ抗原検査 

 

日時：月曜日～金曜日のみ 午後 7 時～7 時３０分 

（1 日 3 件まで、木曜日は唾液のみ） 

    土曜日 予約は受けません。（緊急に検査が必要な場合は、PCR 検査を実施す

る会員医療機関一覧や休日夜間急患診療所などをご案内ください。） 

 

結果報告：申込み医療機関へ翌日、医師会精度管理より電話にて報告 

但し金曜日の検査は、翌日土曜日 18 時に休日夜間急患診療所の職員から各医療機関

もしくは、申込み医師(携帯電話など)に連絡することとなります。 

(検査数増加により、翌々日になることもあります) 

 

・検査実施の詳細は、『鎌倉 PCRセンターの移設について』(メール･FAX)をご覧下さい。 

・移転先でも、PCR センター業務としては、今まで同様に検体採取のみで、基本的には

処方等は致しませんのでご了承ください。 


